
（目 的）
第1条 本ワーキンググループ（以下「ＷＧ」と言う。）は、

名寄川 の河川空間をサイクリングコースに活用する
ため必要な整備内容、地域との連携方法、利用推進
ＰＲ方法等について各分野の関係者からご意見等を
いただき、関係者の役割分担により効果的な整備、
取り組みを推進することを目的に設置する。

（検討範囲）
第2条 検討範囲は次に掲げる範囲とする。

（１）名寄川地区かわまちづくり検討範囲は、名寄市
と下川町の名寄川河川区域及びその周辺とする。

（２）検討範囲については、ＷＧにおいて必要とされ
た場合は、追加することができる。

（検討事項）
第3条 検討事項は、以下に記す項目とする。

（１）サイクリングコースとして必要な整備内容
（２）地域との連携方法
（３）ＰＲ方法
（４）その他必要と認める事項

（組 織）
第4条 ＷＧメンバーについては、以下に記す。

（１）ＷＧメンバーは、別紙により構成する。
（２）任期は、平成34年度までとし再任を妨げない。
（３）ＷＧメンバーは、取り組み等の推進状況により

ＷＧに諮ったうえで追加、変更を可能とする。

（運 営）
第5条 ＷＧについては、座長は置かず事務局の進行の

もと、ＷＧメンバーから意見をいただく方式とす
る。

２ 必要に応じてＷＧメンバー以外の関係者等につ
いてＷＧの参加ならびに意見をいただくことを可
能とする。

３ ＷＧとしてのとりまとめは行わず各意見を事務
局案に反映させる方式とする。

（事務局）
第6条 ＷＧの事務局は、旭川開発建設部名寄河川事務

所、名寄市経済部営業戦略室営業戦略課、下川
町環境未来都市推進課に置く。

２ 事務局は、ＷＧ運営に必要な事務を行う。

（検討内容の公表等）
第7条 ＷＧのとりまとめ結果については、ＷＧメン

バーの確認を得たうえで事務局においてＨＰ等
により公表する。

(雑 則）
第8条 この要領に定めるもののほか、ＷＧの運営に

必要な事項は、ＷＧに諮って定める。

附則
この要領は、平成３０年２月１日から施行する。
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